
証券コード 6467
平成29年６月２日

株主の皆さまへ
京都府京田辺市薪北町田13番地

代表取締役社長 古 屋 元 伸
　

第50期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第50期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席く
ださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示いただき、平成29年６月21日（水曜日）午後６時までに到着するようご
返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

１. 日 時 平成29年６月22日（木曜日）午前10時
２. 場 所 京都府京田辺市田辺中央４丁目３番地３

京田辺市商工会館ＣＩＫビル４階 キララホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３. 目 的 事 項
報 告 事 項 １．第50期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査
結果報告の件

２．第50期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類報
告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（アドレス http://www.nichidai.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）
事 業 報 告
(平成平成2829年年４３月月１31日から日まで)

　

１．企業集団の現況に関する事項
（1）当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及びその成果
当連結会計年度における、当社グループの主要顧客業界である日系自動車産業は、
ASEAN市場停滞の影響があったものの、北米市場や中国市場の販売台数が高水準で
推移したことに加え、国内市場も堅調に推移したことから、世界生産台数は増加傾向
で推移しました。
　このような状況のなか、ネットシェイプ事業の金型部門では、国内ユーザー向けの
売上高が前年より増加したものの、アジア地域向けの売上高は前年を下回る水準で推
移しました。また、精密鍛造品部門では、エアコン用スクロールコンプレッサー部品
の売上高が前年を下回る水準で推移いたしました。その結果、ネットシェイプ事業の
売上高は68億１千６百万円（前年同期比6.7％減）となりました。
　アッセンブリ事業では、ＶＧターボチャージャー部品の売上高が前年を下回る一
方、ガソリンエンジン車向けのターボチャージャー部品の売上高は増加傾向で推移い
たしました。その結果、アッセンブリ事業の売上高は53億８千８百万円（前年同期
比10.4％増）となりました。
　フィルタ事業では、国内では大型海水ストレーナーの生産が増加したものの、海外
子会社THAI SINTERED MESH CO.,LTD.で生産する石油掘削用フィルターの低
迷が続きました。その結果、売上高は19億４千２百万円（前年同期比6.3％減）とな
りました。
　以上の結果、連結売上高は141億４千７百万円（前年同期比0.8％減）となりまし
た。
　損益面におきましては全事業とも前年を下回る利益水準となりましたが、下半期に
入り、各事業の売上高が増加したことや為替差益を計上したことから収益性が回復し
ました。
　以上の結果、営業利益は６億４千２百万円（前年同期比22.5％減）、経常利益は６
億４千３百万円（前年同期比16.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は４億２
千４百万円（前年同期比12.6％減）となりました。
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② 設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は９億６千６
百万円であり、その主なものは、ネットシェイプ事業における複動５軸鍛造プレス機
の新設及びその他設備の更新であります。

　
③ 資金調達の状況
当連結会計年度における設備投資等の所要資金は、借入金、自己資金及びファイナ
ンス・リース契約により充当いたしました。
　

（2）財産及び損益の状況

区 分 第47期
（平成25年度）

第48期
（平成26年度）

第49期
（平成27年度）

第50期
(当連結会計年度)
（平成28年度）

受 注 高 (百万円) 14,907 14,273 13,994 14,294

売 上 高 (百万円) 14,272 14,635 14,264 14,147

経 常 利 益 (百万円) 1,332 1,311 766 643

親会社株主に帰属
する当期純利益 (百万円) 809 875 485 424

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 89円48銭 96円75銭 53円67銭 46円92銭

総 資 産 (百万円) 15,221 16,331 15,725 15,961

純 資 産 (百万円) 9,010 10,327 10,326 10,577

１ 株 当 た り 純 資 産 額 916円91銭 1,041円46銭 1,038円38銭 1,065円09銭
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（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議 決 権
比 率 主 要 な 事 業 内 容

ニチダイフィルタ株式会社 30,000千円 100.0％ 各種ろ過装置及び金属ろ過材
料の開発・製造・販売

THAI SINTERED MESH CO.,LTD. 90,000千バーツ 67.3％
（33.3％）

焼結金属フィルタの製造・販
売

NICHIDAI(THAILAND)LTD. 333,340千バーツ 75.0％ 精密部品の組立及び製造・販
売

NICHIDAI U.S.A. CORPORATION 200千ドル 100.0％ 精密鍛造金型の販売

NICHIDAI ASIA CO.,LTD. 4,500千バーツ 46.7％ 精密鍛造金型の販売

（注）１．当社の連結子会社は上記の重要な子会社５社であります。
２．議決権比率の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。

　
③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
特定完全子会社に該当する子会社はありません。

　
（4）対処すべき課題
【新規事業の立ち上げ】
　当社グループのコア技術の一つである精密鍛造技術には、パワートレインの変化に伴
う新規部品需要への対応、環境規制強化に伴う車体軽量化対応、複雑形状部品の高精度
成形への対応が求められるようになってきております。
　当社グループでは、こうした業界動向を見据え、より精密な部品生産に使用される精
密鍛造金型や板鍛造技術の開発を進め、精密鍛造技術の領域拡大を図ってまいりまし
た。ネットシェイプ事業では、このような研究開発活動を進めることにより、主力であ
る金型部門の新規品の領域拡大に加え、独自技術を活かした量産製品の開拓が課題とな
っております。
　また、複動５軸鍛造プレス機の新規導入は、この開発活動強化の一環として進められ
たものであり、このプレス機の有効活用により、高度化・複雑化する精密鍛造のニーズ
に対応すること、研究開発のスピード化を図ることも課題となっております。
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【海外展開への対応】
　海外子会社NICHIDAI(THAILAND)LTD.は、ネットシェイプ事業の金型部門、精
密鍛造品部門及びアッセンブリ事業の生産拠点を持っており、アジア戦略を担う重要拠
点になっております。この拠点を活かした、海外展開が各事業の課題となっておりま
す。

【ＱＤＣ改善による製品競争力の強化】
　今後想定される国内市場の成熟化への対応のため、各事業において国内生産拠点の効
率化が課題となっております。
　このような状況のなか、ターボチャージャー部品向け構成部品の精密鍛造による内製
化は、ネットシェイプ事業とアッセンブリ事業とのシナジー効果の創出及び付加価値向
上を目的に進めてきたものです。そのため、ネットシェイプ事業、アッセンブリ事業双
方における生産の効率化が課題となっております。
　
【自動車産業以外の領域拡大】
　フィルタ事業の販売先は自動車産業以外の分野であるため、当事業の成長が自動車産
業以外の分野の拡大、ひいては当社グループのリスク分散につながるものと考えており
ます。
　フィルタ事業では、コア技術である拡散接合技術を活用し、新用途開発や海外市場開
拓などの成長戦略を進めております。二輪車用排ガス浄化装置への搭載を想定して開発
を進めてきたＭＭ（メタルメッシュ）触媒のほか、燃料電池車に使用されるフィルター
など、新規製品の実用化に向けての活動を促進してまいります。
　また、海外拠点THAI SINTERED MESH CO.,LTD.については、引き続き石油掘
削用フィルターの低迷が予想されることから、石油掘削用フィルター以外の製品の生産
増を目指しており、安定的な稼働が課題となっております。
　
株主の皆さまにおかれましては、今後ともなお一層のご支援を賜りますようお願い申
しあげます。
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（5）主要な事業内容（平成29年３月31日現在）
精密金型の開発・製造・販売
精密鍛造品及びその関連する成形品の開発・製造・販売
各種ろ過装置及び金属ろ過材料の開発・製造・販売
精密部品の組立及び開発・製造・販売

　
（6）主要な営業所及び工場（平成29年３月31日現在）

　

≪当社≫
本 社：京都府京田辺市薪北町田13番地
営 業 所：熊 谷 営 業 所 （埼玉県熊谷市）

浜 松 営 業 所 （浜松市中区）
名 古屋営業所 （名古屋市名東区）
京 都 営 業 所 （京都府綴喜郡宇治田原町）
岡 山 営 業 所 （岡山市北区）
熊 本 営 業 所 （熊本市東区）

工 場：宇 治田原工場 （京都府綴喜郡宇治田原町）
京 田 辺 工 場 （京都府京田辺市）

≪ニチダイフィルタ株式会社≫
本 社：京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺塩谷14番地
工 場：宇 治 田 原 工 場 （京都府綴喜郡宇治田原町）
≪THAI SINTERED MESH CO.,LTD.≫
本社・工場：Saha Group Industrial Park, 99/8 Moo 5,

Tambol Pasak, Amphur Muang Lamphun 51000 Thailand
≪NICHIDAI(THAILAND)LTD.≫
本社・工場：Amata Nakorn Industrial Estate Phase 8

700/882 Moo 5 TB. Nhongkakha
Ap. Phanthong Chonburi 20160 Thailand

≪NICHIDAI ASIA CO.,LTD.≫
本 社：Amata Nakorn Industrial Estate Phase 8

700/882 Moo 5 TB. Nhongkakha
Ap. Phanthong Chonburi 20160 Thailand

≪NICHIDAI U.S.A. CORPORATION≫
本 社：15630 E State Route 12 Unit 4 Findlay OH 45840-9743,USA
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（7）従業員の状況（平成29年３月31日現在）
① 企業集団の従業員数

従 業 員 数 前連結 会計年度末 比増減

663名 18名増
（注） 従業員数には、臨時雇用者（期中平均17名）は含んでおりません。
　

② 当社の従業員数
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

370名 1名減 37.6歳 13.9年
（注） 従業員数には、臨時雇用者（期中平均11名）は含んでおりません。

（8）主要な借入先の状況（平成29年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額（千円）

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 901,113

株 式 会 社 京 都 銀 行 666,688

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 358,550

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 158,343
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２．会社の株式に関する事項 （平成29年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 15,500,000株
（2）発行済株式の総数 9,053,300株
（3）株主数 2,843名
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 　持 株 数（千株） 持 株 比 率（％）

有 限 会 社 ジ ャ ス ト 885 9.78

ニ チ ダ イ 従 業 員 持 株 会 516 5.70

田 中 克 尚 497 5.49

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 297 3.28

中 棹 知 子 282 3.12

古 屋 啓 子 272 3.01

京 都 中 央 信 用 金 庫 220 2.43

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 217 2.40

木 村 文 彦 215 2.38

大 阪 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社 174 1.92
（注） 持株比率は自己株式（2,015株）を控除して計算しております。
　
３．会社の新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役の氏名等（平成29年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長 古 屋 元 伸 執行役員
取 締 役 瀬 川 秀 実 執行役員

ネットシェイプ事業統括本部長
NICHIDAI ASIA CO.,LTD.社長
NICHIDAI U.S.A. CORPORATION社長

取 締 役 辻 寛 和 執行役員
管理統括本部長
経営企画室長

取締役（常勤監査等委員） 岡 廣次郎
取締役（監査等委員） 西 野 吉 隆 公認会計士西野吉隆事務所所長
取締役（監査等委員） 真 田 尚 美 三宅法律事務所弁護士
（注）１．取締役（監査等委員）西野吉隆氏及び取締役(監査等委員)真田尚美氏は、会社法第２条第15号に

定める社外取締役であります。
２. 当社は、取締役(監査等委員)西野吉隆氏及び取締役(監査等委員)真田尚美氏を、独立役員として、
東京証券取引所に届け出ております。

３. 当社は、岡廣次郎氏、西野吉隆氏及び真田尚美氏との間で、会社法第427条第1項に基づく責任
限定契約を締結しております。当該契約により、各氏がその任務を怠ったことにより当社に損失
を与えた場合で、かつその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失のないときは、会社法第425
条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し、責任を負うものとしております。

４. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く）、執行役員からの
情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連
携を可能とすべく、岡廣次郎氏を常勤の監査等委員として選定しております。

５. 取締役(監査等委員) 西野吉隆氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有しております。

６．島崎定氏及び畑中恵二氏は、平成28年6月23日開催の第49期定時株主総会終結の時をもって、
任期満了により取締役を退任いたしました。
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７. 取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

執 行 役 員 雨 崎 裕 司 ネットシェイプ事業統括本部
営業本部 本部長 兼 海外営業部 部長

執 行 役 員 清 池 薫 ネットシェイプ事業統括本部
技術・開発本部 本部長

執 行 役 員 伊 藤 正 人 ネットシェイプ事業統括本部
生産本部 本部長 兼 製造部 部長

執 行 役 員 井 上 悦 男 アッセンブリ事業本部 本部長
兼 NICHIDAI(THAILAND)LTD.社長

執 行 役 員 山 根 隆 義 管理統括本部 管理本部 本部長
兼 経理部 部長

８. 平成29年４月１日付で次のとおり異動がありました。

氏 名
地 位 及 び 担 当 並 び に 重 要 な 兼 職 の 状 況

変 更 前 変 更 後
辻 寛 和 取締役執行役員

管理統括本部長
経営企画室長

取締役執行役員
管理統括本部長

雨 崎 裕 司 執行役員
ネットシェイプ事業統括本部
営業本部 本部長 兼 海外営業部 部長

執行役員
ネットシェイプ事業統括本部
営業本部 本部長

伊 藤 直 紀
（新任）

新商品開発プロジェクト
専門課長

執行役員
経営企画室長
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（2）取締役の報酬等の額
区 分 　支 給 人 員（名） 　支 給 額（千円）

取 締 役 （監 査 等 委 員 を 除 く） 5 68,717
取 締 役 （監 査 等 委 員）
（う ち 社 外 取 締 役）

3
（2）

16,860
（7,200）

合 計 8 85,578
（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．上記の取締役（監査等委員を除く）の支給人員及び支給額には、平成28年６月23日開催の第49
期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。

３．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成27年６月24日開催の第48期定時株主総会に
おいて年額400,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

４．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成27年６月24日開催の第48期定時株主総会において
年額50,000千円以内と決議いただいております。

（3）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
氏 名 主 な 活 動 状 況

取締役（監査等委員）西野吉隆
当事業年度に開催された取締役会には、13回開催中すべて、また
監査等委員会には、14回開催中すべてに出席し、主に企業会計に
関する専門的知識と公認会計士としての経験を活かして適宜発言を
行っております。

取締役（監査等委員）真田尚美
当事業年度に開催された取締役会には、13回開催中すべて、また
監査等委員会には、14回開催中すべてに出席し、主に企業法務に
関する専門知識と弁護士としての経験を活かして適宜発言を行って
おります。
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５．会計監査人の状況
（1）名称 有限責任監査法人トーマツ
（2）報酬等の額

　支 払 額（千円）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 30,000
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 30,000

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
（3）監査等委員会が会計監査人の報酬等について同意をした理由

当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計
監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び
報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根
拠の適正性等について検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断し
たため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っており
ます。

（4）非監査業務の内容
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務を
委託しておりません。

（5）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当す
ると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解
任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案
して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監
査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

― 12 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月23日 16時06分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」につ
いて取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりであります。
（1）当社及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制
　① 当社は、経営基本方針に則った「行動規範」を制定し、当社取締役社長が役職者

をはじめグループ会社全使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と企業倫
理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。

　② 執行役員の業務執行について、取締役会及び監査等委員会は監督を行い、重要な
事項については取締役会が意思決定を行う。

　③ 監査等委員会及び内部監査室は連携し、当社グループのコンプライアンス体制の
調査、法令並びに定款上の問題の有無について、当社グループ各社の監査を順次実
施するなど、監査体制の強化を図る。

　④ 当社グループの企業倫理、コンプライアンス及びリスク管理に関する重要課題と
対応について執行役員会等で適切に審議する。また、組織横断的な各種会議体で、
各組織におけるリスクの把握及び対応の方針と体制について審議し、決定する。

　⑤ 当社グループのコンプライアンスの状況については、内部通報制度を含め、必要
に応じて経営会議に報告する体制を構築する。

　⑥ 反社会的勢力による不当要求に対しては、「行動規範」、「グループ倫理規程」に
従い、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力及び団体との
取引関係の排除、その他一切の関係を持たない体制を整備する。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会に関する文書、取締役会、執行役員会、経営会議、その他重要な会議に関
する文書、稟議書、その他取締役の職務の執行に係る情報が記載された文書（電磁的
記録を含む。）について、「文書管理規程」、「稟議規程」、「情報システム業務管理規
程」、「情報セキュリティ管理規程」等に則った保存、管理を行う。

（3）当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　① 「リスク管理規程」により、事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定め、

この規程に則ったリスク管理体制を整備、構築する。当社グループ会社は、本規程
を準用し、当社グループ会社取締役社長が統括管理を行う。

　② 当社及び当社グループ会社のリスクを総括的に管理する部門を総務部とし、定期
的に各部門内のリスクの評価を行い、改善を図る。

　③ 危機発生時には、「リスク管理規程」に定められた手順に従い、情報収集を行い、
重大な危機については危機管理対策本部を設置し、対応する。
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（4）当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制
　① 当社は執行役員制度を導入し、取締役会において、経営上の重要な意思決定を迅

速に行い、職務執行の監督を行う。職務の執行は執行役員（取締役兼務者含む）が
取締役会の経営方針に基づき、役割を分担し効率的な執行ができる体制とする。

　② 当社取締役会にて承認された当社グループの中期経営計画及び年次事業計画に基
づき、執行役員（取締役兼務者含む）は、目標達成のために職務を執行し、取締役
会はその進捗状況の管理を行う。

　③ 当社取締役社長の諮問機関として、事業部門を統括する執行役員等で構成する執
行役員会を、定期的に又は必要に応じて開催し、当社取締役社長に委任された業務
執行上の重要事項について決定を行う。

（5）当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　① 当社及び当社グループ会社が相互に協力し、企業グループとしての経営効率の向

上に資することを目的として、必要な事項及びグループ会社に対する管理、指導、
育成上の基本的な事項を定めた「関係会社管理規程」を制定し、運用を行う。

　② 当社グループ会社の取締役社長は、自社の管理の進捗状況を定期的に経営会議等
において報告する。

　③ 当社グループ会社の所轄業務についてはその自主性を尊重しつつ、経営計画に基
づいた施策と効率的な業務遂行、「行動規範」に則ったコンプライアンス体制の構
築、リスク管理体制の確立を図るため、当社グループ会社の取締役社長が統括管理
する。

　④ 監査等委員会と内部監査室は、当社グループ会社へのモニタリング、監査を強化
することにより、グループ会社における適正な業務の運営を維持する。

（6）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する
指示の実効性の確保に関する事項
　① 監査等委員会の職務を補助する「監査等委員会事務局」を設置し、監査等委員会

事務局所属の使用人を配置する。
　② 監査等委員会事務局の使用人は、兼任とするが複数を置き、監査等委員会の指示

に従って、その監査職務の補助を行う。
　③ 監査等委員会事務局の使用人の任命・異動・懲戒に際しては、予め監査等委員会

委員長の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制とする。
　④ 監査等委員会事務局の使用人が監査職務の補助を行う場合は、当該使用人への指

揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、他の取締役の指揮命令は受けない。
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（7）当社及び当社子会社の取締役等及び使用人が当社監査等委員会に報告をするための
体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
　① 当社及び当社グループ会社の取締役等及び使用人は、当社監査等委員会から業務

執行について報告を求められた場合、又は当社グループに著しく影響を及ぼす重要
事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為その他これに準ずる事実及びそのお
それのある事実を知った場合には、遅滞なく当社監査等委員会に報告する。

　② 当社監査等委員が経営会議その他社内会議に出席し、経営上の重要情報について
適時報告を受けられる体制とするとともに、重要な議事録、稟議書は、都度監査等
委員に回覧する。

　③ 当社グループの内部通報担当部門は、当社監査等委員会に内部通報の状況等につ
いて定期的に報告する。

　④ 当社グループは、上記の報告を行った取締役等及び使用人に対して、当該報告を
行ったことを理由として、不利な取扱を行うことを禁止する。

（8）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用の支払又はその償還については、監査等委員の請求等に
従い円滑に行い得る体制とする。

（9）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　① 当社取締役社長は監査等委員会と定期的に会議を開催し、監査等委員が意見又は

情報の交換ができる体制とする。
　② 内部監査室は監査等委員との連絡会議を定期的に、また必要に応じて開催し、取

締役等及び使用人の業務の適法性・妥当性について監査等委員会が報告を受けるこ
とができる体制とする。

　③ 監査等委員が会計監査人及び子会社の監査役と円滑に連携できる体制とする。
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、
次のとおりであります。
　当社は、当社グループの「経営理念」・「経営ビジョン」・「行動基準」・「行動規範」
を定め、コンプライアンスに関する基本的な考え方、企業行動規範について、イント
ラネットへの掲載、ステートメントカード等の配布、教育等を通じて周知しておりま
す。
　当社役員及び使用人に対しては、情報セキュリティ、インサイダー取引規制、ハラ
スメント防止等に関する教育及び研修を実施し、コンプライアンスに対する意識向上
に向けた取り組みを行っております。
　また、法令違反、不正行為等の未然防止及び早期発見を目的として、内部通報の窓
口を内部監査室及び弁護士事務所に設置し、イントラネットへの掲載、教育等を通じ
て、内部通報制度の周知徹底を図っております。
　当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員会は、新たに選任された５名の執
行役員を加えた８名（内３名は取締役）により毎月開催され、意思決定の迅速化と業
務執行の効率化に努めており、執行役員会で決議された事項は、速やかに取締役会に
報告しております。
　取締役会は、監査等委員３名（内２名は社外取締役）を含む取締役６名で構成され、
取締役会では、各議案についての審議、業務遂行の状況の監督を行い、活発な意見交
換がなされており、意思決定及び監督の実効性が確保されております。
　当社及び当社グループ会社に係るリスクに対しては、毎月開催される経営会議（当
社及び当社グループ会社の役員等で構成）にて報告を行い、各社からの報告内容を取
締役が確認するほか、重要な案件については、執行役員会に諮り審議しております。
　情報セキュリティについては、管理運用ルールの厳格化、情報セキュリティ関連規
程の改定、教育の実施等、不適切な情報管理及び機密情報流出の未然防止に向けた取
り組みを行いました。
　当社グループ会社に対しては、当社より役職員を派遣、出向、又は兼務させること
に加え、経営会議にて当社グループ全体の業務執行の状況及び経営計画の進捗状況等
を確認・協議しております。
　監査等委員は、取締役会、経営会議、各事業会議等の重要な会議への出席等を通じ、
又は直接のヒアリングを通じて、取締役、執行役員その他使用人から業務執行の報告
を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
　監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査
部門と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な監査が実施
可能な体制を構築しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 8,756,819 流 動 負 債 4,274,773
現 金 及 び 預 金 2,586,486 買 掛 金 1,573,380
受取手形及び売掛金 4,026,255 短 期 借 入 金 414,094
商 品 及 び 製 品 450,121 1年内返済予定の長期借入金 964,534
仕 掛 品 989,127 リ ー ス 債 務 443,445
原 材 料及び貯蔵品 582,203 未 払 法 人 税 等 95,213
繰 延 税 金 資 産 78,960 賞 与 引 当 金 148,888
そ の 他 45,109 そ の 他 635,217
貸 倒 引 当 金 △1,444 固 定 負 債 1,109,594

固 定 資 産 7,204,731 長 期 借 入 金 830,766
有 形 固 定 資 産 6,889,670 リ ー ス 債 務 227,381
建 物 及 び 構 築 物 2,201,170 退職給付に係る負債 51,447
機械装置及び運搬具 1,773,786
工具、器具及び備品 319,633
土 地 1,803,355 負 債 合 計 5,384,367
リ ー ス 資 産 679,642 純 資 産 の 部
建 設 仮 勘 定 112,081 株 主 資 本 9,547,177
無 形 固 定 資 産 131,157 資 本 金 1,429,921
電 話 加 入 権 2,723 資 本 剰 余 金 1,192,857
ソ フ ト ウ ェ ア 128,434 利 益 剰 余 金 6,925,596
投資その他の資産 183,903 自 己 株 式 △1,197
投 資 有 価 証 券 25,783 その他の包括利益累計額 93,238
繰 延 税 金 資 産 29,036 その他有価証券評価差額金 7,140
そ の 他 129,083 為替換算調整勘定 160,909

退職給付に係る調整累計額 △74,810
非 支 配 株 主 持 分 936,766
純 資 産 合 計 10,577,183

資 産 合 計 15,961,551 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,961,551
（注） 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
(平成平成2829年年４３月月１31日から日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 14,147,531
売 上 原 価 11,453,604
売 上 総 利 益 2,693,926

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,051,886
営 業 利 益 642,040

営 業 外 収 益 48,741
受 取 利 息 7,792
受 取 配 当 金 368
保 険 解 約 返 戻 金 8,735
保 険 配 当 金 8,819
助 成 金 収 入 716
そ の 他 22,307

営 業 外 費 用 46,859
支 払 利 息 31,536
為 替 差 損 10,728
そ の 他 4,594
経 常 利 益 643,921

特 別 利 益 6,597
固 定 資 産 売 却 益 2,062
投 資 有 価 証 券 償 還 益 4,535

特 別 損 失 12,546
固 定 資 産 除 売 却 損 12,546

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 637,972
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 154,854
法 人 税 等 調 整 額 24,122
当 期 純 利 益 458,995
非支配株主に帰属する当期純利益 34,328
親会社株主に帰属する当期純利益 424,667

（注） 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
(平成平成2829年年４３月月１31日から日まで)

（単位：千円）

残高及び変動事由
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,429,921 1,192,857 6,681,954 △1,192 9,303,540

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △181,025 △181,025

親会社株主に帰属する当期純利益 424,667 424,667

自 己 株 式 の 取 得 △5 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 243,641 △5 243,636

当 期 末 残 高 1,429,921 1,192,857 6,925,596 △1,197 9,547,177

残高及び変動事由
その他の包括利益累計額

非 支 配
株 主 持 分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 3,635 227,085 △135,614 95,107 927,396 10,326,044

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △181,025

親会社株主に帰属する当期純利益 424,667

自 己 株 式 の 取 得 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,504 △66,176 60,803 △1,868 9,370 7,502

当 期 変 動 額 合 計 3,504 △66,176 60,803 △1,868 9,370 251,139

当 期 末 残 高 7,140 160,909 △74,810 93,238 936,766 10,577,183

（注） 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況
・連結子会社の数 ５社
・主要な連結子会社の名称 ニチダイフィルタ株式会社

THAI SINTERED MESH CO.,LTD.
NICHIDAI(THAILAND)LTD.
NICHIDAI ASIA CO.,LTD.
NICHIDAI U.S.A. CORPORATION

② 議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況
該当事項はありません。

（2）持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

（3）連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項
① 連結の範囲の変更

該当事項はありません。
② 持分法の適用の範囲の変更

該当事項はありません。
（4）連結子会社の事業年度等に関する事項

在外連結子会社４社の事業年度の末日は12月31日であり、連結計算書類を作成するにあたっては、同
日現在の計算書類を使用し、連結会計年度の末日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な
調整を行っております。なお、国内連結子会社１社の事業年度の末日は３月31日であります。

（5）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．その他有価証券
・時価のあるもの 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
を採用しております。

ロ．たな卸資産
・商品及び製品、仕掛品
金型 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）
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精密鍛造品・
アッセンブリ品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による
簿価切下げの方法により算定）
なお、在外連結子会社は移動平均法による低価法

フィルタ 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）
ただし、焼結原板については移動平均法による原価法（貸借対照
表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
なお、在外連結子会社は先入先出法による低価法

・原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による
簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下
げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を
除く）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物及び構築物 ７年～50年
　機械装置及び運搬具 ４年～10年

ロ．無形固定資産（リース資産を
除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づいております。

ハ．リース資産 当社及び国内連結子会社はリース期間を耐用年数とし、残存価額
を零とする定額法を採用しており、在外連結子会社については、
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用
しております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、実際支給見込額を計上
しております。
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④ 退職給付に係る会計処理の方法 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職
給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

イ．退職給付見込額の期間帰属方
法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によ
っております。

ロ．数理計算上の差異及び過去勤
務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ
ととしております。

⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理 当社及び国内連結子会社は、税抜方式を採用しております。

（6）会計方針の変更
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
（有形固定資産の減価償却方法の変更）

当社及び国内子会社１社は、有形固定資産の減価償却方法について、定率法（ただし、平成10年４
月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、当
連結会計年度より、定額法に変更しております。
　この変更は、昨今の自動車産業の潮流を踏まえ、事業構造の転換を実行するための設備投資を契機
として、当社グループの有形固定資産の使用実態を検討した結果、定額法による減価償却の方法を採
用する方が使用実態とより整合した費用配分を行うことができることから実施したものです。
　これにより、従来の方法と比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純
利益はそれぞれ127,381千円増加しております。

（7）追加情報
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）

を当連結会計年度から適用しております。
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２．連結貸借対照表に関する注記
（1）担保提供資産とその対応債務
① 担保に供している資産

建物及び構築物 659,437千円
土地 1,488,224千円
　 計 2,147,661千円
（注） なお、上記の他在外連結子会社の電力料保証金として差し入れている定期預金が8,426千円あ

ります。
② 担保資産に対応する債務
短期借入金 212,981千円
長期借入金（一年以内返済予定額を含む） 1,187,019千円
　 計 1,400,000千円

（2） 有形固定資産の減価償却累計額 10,886,898千円
　
３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 9,053,300株
（2）自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 2,003株 12株 －株 2,015株
　

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成28年６月23日
定時株主総会 普通株式 90,512 10 平成28年３月31日 平成28年６月24日
平成28年10月31日
取締役会 普通株式 90,512 10 平成28年９月30日 平成28年12月１日

　

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議予定） 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額
(千円)

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月22日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 90,512 10 平成29年３月31日 平成29年６月23日

　

（4）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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４．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資
金を調達しております。
受取手形及び売掛金にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っておりま

す。また、投資有価証券は主として株式及び投資信託であり、上場株式及び投資信託については四半期
ごとに時価の把握を行っております。
買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金（主として短期）及び

設備投資資金（長期）であります。
（2）金融商品の時価等に関する事項

平成29年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ
いては、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（千円） 　時 価（千円） 　差 額（千円）

（1）現金及び預金 2,586,486 2,586,486 ―
（2）受取手形及び売掛金 4,026,255 4,026,255 ―
（3）投資有価証券 25,783 25,783 ―
（4）買掛金 （1,573,380） （1,573,380） ―
（5）短期借入金 （414,094） （414,094） ―
（6）長期借入金（一年以内返済予定

額を含む） （1,795,300） （1,793,699） △1,600

（＊） 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（注） 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

（1）現金及び預金並びに（2）受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

（3）投資有価証券
これらの時価について、株式及び投資信託は取引所の価格によっております。

（4）買掛金及び（5）短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
っております。

（6）長期借入金（一年以内返済予定額を含む）
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利
率で割り引いて算定する方法によっております。
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５．賃貸等不動産に関する注記
該当事項はありません。

６．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,065円09銭
（2）１株当たり当期純利益 46円92銭

７．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（平成29年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 5,365,886 流 動 負 債 3,342,052
現 金 及 び 預 金 1,184,131 買 掛 金 1,128,719
受 取 手 形 394,994 短 期 借 入 金 414,094
売 掛 金 2,238,888 1年内返済予定の長期借入金 952,334
製 品 313,211 リ ー ス 債 務 217,520
原 材 料 286,610 未 払 金 411,107
仕 掛 品 763,938 未 払 法 人 税 等 49,587
貯 蔵 品 17,986 未 払 費 用 696
前 払 費 用 5,020 預 り 金 21,516
繰 延 税 金 資 産 57,849 賞 与 引 当 金 130,467
そ の 他 103,337 そ の 他 16,010
貸 倒 引 当 金 △83

固 定 資 産 6,075,003 固 定 負 債 1,001,699
有 形 固 定 資 産 4,774,182 長 期 借 入 金 830,766
建 物 1,315,507 リ ー ス 債 務 161,377
構 築 物 175,812 繰 延 税 金 負 債 9,555
機 械 及 び 装 置 1,001,981
車 両 運 搬 具 5,334
工具、器具及び備品 160,512 負 債 合 計 4,343,751
土 地 1,632,898 純 資 産 の 部
リ ー ス 資 産 413,631 株 主 資 本 7,089,998
建 設 仮 勘 定 68,503 資 本 金 1,429,921
無 形 固 定 資 産 129,060 資 本 剰 余 金 1,192,857
電 話 加 入 権 2,723 資 本 準 備 金 1,192,857
ソ フ ト ウ ェ ア 126,337 利 益 剰 余 金 4,468,417
投資その他の資産 1,171,760 利 益 準 備 金 55,000
投 資 有 価 証 券 25,783 そ の 他利益剰余金
関 係 会 社 株 式 969,746 別 途 積 立 金 2,830,000
出 資 金 5 繰 越 利 益 剰 余 金 1,583,417
前 払 年 金 費 用 62,424 自 己 株 式 △1,197
保 険 積 立 金 59,265 評価・換算差額等 7,140
会 員 権 43,150 その他有価証券評価差額金 7,140
そ の 他 11,385

純 資 産 合 計 7,097,138
資 産 合 計 11,440,889 負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,440,889
（注） 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
(平成平成2829年年４３月月１31日から日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 8,770,565
売 上 原 価 7,233,150
売 上 総 利 益 1,537,414

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,397,446
営 業 利 益 139,967

営 業 外 収 益 158,696
受 取 利 息 848
受 取 配 当 金 57,574
保 険 解 約 返 戻 金 8,735
保 険 配 当 金 8,819
助 成 金 収 入 716
受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー 59,146
そ の 他 22,855

営 業 外 費 用 24,921
支 払 利 息 14,015
為 替 差 損 7,614
そ の 他 3,291
経 常 利 益 273,742

特 別 利 益 6,220
固 定 資 産 売 却 益 1,685
投 資 有 価 証 券 償 還 益 4,535

特 別 損 失 11,558
固 定 資 産 除 売 却 損 11,558

税 引 前 当 期 純 利 益 268,404
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 60,680
法 人 税 等 調 整 額 1,709
当 期 純 利 益 206,014

（注） 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(平成平成2829年年４３月月１31日から日まで)

（単位：千円）

残高及び変動事由

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,429,921 1,192,857 1,192,857 55,000 2,830,000 1,558,428 4,443,428 △1,192 7,065,014

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △181,025 △181,025 △181,025

当 期 純 利 益 206,014 206,014 206,014

自 己 株 式 の 取 得 △5 △5
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当 期 変 動 額 合 計 － － － － － 24,988 24,988 △5 24,983

当 期 末 残 高 1,429,921 1,192,857 1,192,857 55,000 2,830,000 1,583,417 4,468,417 △1,197 7,089,998
　

残高及び変動事由
評価・換算差額等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 3,635 3,635 7,068,650

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △181,025

当 期 純 利 益 206,014

自 己 株 式 の 取 得 △5
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 3,504 3,504 3,504

当 期 変 動 額 合 計 3,504 3,504 28,487

当 期 末 残 高 7,140 7,140 7,097,138
　

（注） 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
　・時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を
採用しております。

　・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
③ たな卸資産
　・製品、仕掛品
　 金型 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価

切下げの方法により算定）
精密鍛造品・
アッセンブリ品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による
簿価切下げの方法により算定）

　・原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による
簿価切下げの方法により算定）

　・貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下
げの方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除

く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
　建物 31年～50年
　機械及び装置 ９年～10年

② 無形固定資産（リース資産を除
く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づいております。

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。

（3）引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別
に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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② 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、実際支給見込額を計上
しております。

③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。事業年度
末において、年金資産見込額が退職給付債務見込額を超過してい
る場合は、超過額を前払年金費用として計上しております。

　イ．退職給付見込額の期間帰属方
法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によって
おります。

　ロ．数理計算上の差異及び過去勤
務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとして
おります。

（4）その他計算書類作成のための基本となる事項
① 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の

会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方
法と異なっております。

② 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。
（5）会計方針の変更
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
（有形固定資産の減価償却方法の変更）

当社は、有形固定資産の減価償却方法について、定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得し
た建物（建物付属設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より、定額
法に変更しております。
　この変更は、昨今の自動車産業の潮流を踏まえ、事業構造の転換を実行するための設備投資を契機
として、当社の有形固定資産の使用実態を検討した結果、定額法による減価償却の方法を採用する方
が使用実態とより整合した費用配分を行うことができることから実施したものです。
　これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれ
ぞれ107,033千円増加しております。

（6）表示方法の変更
前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取ロイヤリティー」（前事業

年度45,505千円）については、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
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（7）追加情報
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）

を当事業年度から適用しております。

２．貸借対照表に関する注記
（1）担保提供資産とその対応債務
① 担保に供している資産

建物 659,437千円
土地 1,488,224千円
　 計 2,147,661千円

② 担保資産に対応する債務
短期借入金 212,981千円
長期借入金（一年以内返済予定額を含む） 1,187,019千円
　 計 1,400,000千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 8,552,399千円
（3）偶発債務

NICHIDAI(THAILAND)LTD.の締結したリース契約に係る同債務に対して債務保証を行っておりま
す。
保証差入先：Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co.,Ltd. 268,950千円

(82,500千THB)
（4）関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 308,689千円
短期金銭債務 3,328千円

３．損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
　 営業取引（収入分） 1,002,441千円
　 営業取引（支出分） 58,813千円
　 営業取引以外の取引（収入分） 116,352千円
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４．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 2,003株 12株 －株 2,015株

５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
　賞与引当金 45,809千円
　未払事業税 7,594千円
　貸倒引当金 25千円
　減損損失 25,135千円
　その他 15,203千円
　 小計 93,768千円
　評価性引当額 △23,225千円
　 合計 70,543千円
繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金 △3,148千円
　前払年金費用 △19,101千円
　 小計 △22,250千円
繰延税金資産の純額 48,293千円

― 32 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月23日 16時06分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



６．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。
（2）役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。
（3）子会社等

種 類 会社等の名称 議決権等の
所有割合(%)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社 NICHIDAI
(THAILAND)LTD. 75.0

・役員の兼
任

・当社製品
の販売

・当社製品の
販売（注1）

・受取ロイヤ
リティー
（注1）

・債務保証
（注2）

612,864

59,146

268,950

・売掛金

・その他の流
動資産

―

147,340

20,325

―

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１．上記会社との取引については、市場価格を参考に決定しております。
２．子会社の銀行借入等に対する債務保証であります。なお、保証料は受領しておりません。

７．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 784円10銭
（2）１株当たり当期純利益 22円76銭

８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成29年５月11日
株 式 会 社 ニ チ ダ イ

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
指 定 有 限
責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 尾 雅 芳 ㊞
指 定 有 限
責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 木 戸 脇 美 紀 ㊞
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ニチダイの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会
計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を
行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連
結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施す
ることを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、
内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用し
た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討すること
が含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ニチ
ダイ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
強調事項
　会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社は有形固定資
産の減価償却方法について、従来、主として定率法を採用していたが、当連結会計年度より定額法に変更している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成29年５月11日

株 式 会 社 ニ チ ダ イ
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
指 定 有 限
責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 尾 雅 芳 ㊞
指 定 有 限
責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 木 戸 脇 美 紀 ㊞
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ニチダイの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第
50期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につ
いて監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
　会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社は有形固定資産の減価償却方法に
ついて、従来、主として定率法を採用していたが、当事業年度より定額法に変更している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告
　

監 査 報 告 書
　当監査等委員会は、平成28年4月１日から平成29年3月31日までの第50期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会
決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役、
執行役員その他使用人からその構築及び運用の状況等について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会
社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役、執行役員その他使用人からその
職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧
し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受けました。
②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会
社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日
企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

三 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 平成29年５月16日

株 式 会 社 ニ チ ダ イ 監 査 等 委 員 会
常勤監査等委員 岡 廣 次 郎 ㊞
監査等委員 西 野 吉 隆 ㊞
監査等委員 真 田 尚 美 ㊞

（注）　監査等委員西野吉隆氏及び真田尚美氏は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に
規定する社外取締役であります。

以 上

― 37 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年05月23日 16時06分 $FOLDER; 37ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び安定した配当の維持等を勘案し、次のと
おりといたしたいと存じます。
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は90,512,850円となります。
また、これにより中間配当金10円と合わせまして、年間配当金は１株につき金20円
となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年６月23日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期
満了となります。つきましては、取締役（監査等委員であるものを除く。）３名の選任をお
願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、監査等委員
会として指摘すべき事項がない旨を確認しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の株式の数

１
古
ふる
　 屋

や
　 元

もと
　 伸

のぶ

(昭和30年９月21日生)

平成10年３月 当社入社
平成11年６月 当社取締役
平成12年４月 当社営業本部長兼営業企画室長
平成13年６月 当社代表取締役副社長
平成14年４月 当社代表取締役社長
平成27年７月 当社代表取締役社長執行役員（現任）

125,400株

２
瀬
せ
　 川

がわ
　 秀

ひで
　 実

み

(昭和29年１月19日生)

昭和47年３月 当社入社
平成14年６月 当社取締役
平成17年８月 当社総務ゼネラルマネージャー
平成18年４月 当社管理統括
平成19年10月 当社国内営業ゼネラルマネージャー
平成21年４月 当社ネットシェイプ事業

国内営業ゼネラルマネージャー
平成22年４月 当社営業本部長
平成23年４月 NICHIDAI ASIA CO.,LTD.社長（現任）

NICHIDAI U.S.A. CORPORATION社長（現任）
平成27年７月 当社取締役執行役員（現任）

当社営業本部長
平成28年４月 ネットシェイプ事業統括本部長（現任）

39,800株

３
辻
つじ
　 寛

ひろ
　 和

かず

(昭和30年５月７日生)

平成21年７月 当社入社
平成21年10月 当社管理本部長
平成22年１月 当社管理本部長兼経営企画室長
平成22年６月 当社取締役

当社管理本部長兼経営企画室長
平成27年７月 当社取締役執行役員（現任）

当社管理本部長兼経営企画室長
平成28年４月 当社管理統括本部長兼経営企画室長
平成29年４月 当社管理統括本部長（現任）

18,800株

（注）各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の株式の数

１
岡
おか
　 廣　次　郎

こう じ ろう

(昭和28年12月25日生)

昭和52年５月 当社入社
平成８年４月 当社情報開発部長
平成９年４月 当社経営企画室長
平成12年４月 当社管理本部総務部長
平成13年４月 当社広報室長
平成17年４月 当社品質保証グループ マネージャ

ー
平成26年１月 当社品質保証部 品質保証課担当
平成27年６月 当社取締役（常勤監査等委員）（現

任）

15,700株

２
西
にし
　 野

の
　 吉

よし
　 隆

たか

(昭和27年９月25日生)

昭和51年11月 監査法人中央会計事務所入所
昭和56年８月 公認会計士登録
平成９年９月 中央監査法人 代表社員就任
平成19年８月 公認会計士西野吉隆事務所開設
平成22年１月 税理士登録
平成27年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）

300株

３
真
さな
　 田

だ
　 尚

なお
　 美

み

(昭和43年５月３日生)

平成８年４月 弁護士登録（大阪弁護士会）
三宅合同法律事務所（現弁護士法人
三宅法律事務所）入所（現任）

平成27年６月 当社取締役（監査等委員）（現任）
平成28年１月 大阪家庭裁判所 参与員（現任）
平成28年６月 京都大学法科大学院客員教授（現

任）

－株

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．西野吉隆氏及び真田尚美氏は、社外取締役候補者であります。
３．西野吉隆氏及び真田尚美氏につきましては、東京証券取引所の規定に定める独立役員として同取
引所に届け出ており、両氏が引き続き監査等委員である取締役に選任された場合は、独立役員の
届け出を継続いたします。
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４．西野吉隆氏は、公認会計士としての活動を通じた会計の専門知識と事務所経営の経験があり、高
度な専門知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地か
ら適切な助言及び提言を行ってきた実績を踏まえ、引き続き、社外取締役として選任をお願いす
るものであります。
真田尚美氏は、直接企業の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として高度な専門知識
に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において、妥当性及び適正性の見地から適切な助言
及び提言を行ってきた実績を踏まえ、引き続き、社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。

５．当社は、岡廣次郎氏、西野吉隆氏及び真田尚美氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限
定契約を締結しております。当該契約に基づく監査等委員である取締役の責任の限度額は、会社
法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。当社は、本定時株主総会において、岡廣
次郎氏、西野吉隆氏及び真田尚美氏が再任された場合、各氏との間で当該契約を継続する予定で
あります。

６．西野吉隆氏及び真田尚美氏の当社社外取締役及び監査等委員としての在任期間は、本総会終結の
時をもって２年となります。

７．岡廣次郎氏の当社監査等委員としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等
委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
（生 年 月 日） 略 歴 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する当社

の 株 式 の 数

高
たか
　 山

やま
　 和

かず
　 則

のり

(昭和45年10月30日生)

平成５年10月 中央新光監査法人入所
平成９年５月 公認会計士登録
平成16年11月 税理士登録

高山公認会計士事務所所長（現任）
平成20年３月 A＆Ｆコンサルティング株式会社

代表取締役（現任）
平成24年５月 タビオ株式会社 社外監査役（現任）
平成24年６月 サンヨーホームズ株式会社 社外監査

役
平成27年６月 サンヨーホームズ株式会社 社外取締

役（監査等委員）（現任）

－株

（注）１．高山和則氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．高山和則氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．高山和則氏は、公認会計士としての活動を通じた会計の専門知識とコンサルティング会社の経営
者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に関する意思決定において妥
当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取
締役として選任をお願いするものであります。

４．当社は、高山和則氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第
１項に基づく責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく監査等委員である取締役の責
任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額となります。

以 上
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至木津

至
西大寺 至京都

近鉄京都線

至京橋

JR学研都市線
京田辺駅
東出口

京都
銀行

南都
銀行

薬局

CIKビル

平和堂
CIKビル
駐車場

ローソン

西出口
新田辺駅

バス
ターミナル

タ
ク
シ
ー

　
の
り
ば

歩
道

歩
道

株主総会会場ご案内図
　

会場 京都府京田辺市田辺中央４丁目３番地３
　 京田辺市商工会館ＣＩＫビル４階 キララホール

交通機関 近鉄京都線「新田辺」駅、西出口から徒歩約５分。
　 ＪＲ学研都市線「京田辺」駅、東出口から徒歩約１分。
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